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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

当社は「安全安心で働きやすく、働きがいのある」職場を

すべての労働者が享受できるように整えます。
① 当社の現場のルールに則った安全な作業。

② 全員参加で朝礼を行い、当日の作業と作業間調整の完全な把握。

③ 作業前や作業中の各種点検・確認の徹底。

私たち労働者は宣言に従い、チーム一丸となって安全安心

な職場環境を作ります。
① 現場のルールを守り、不安全行動はしません。

② 全員で朝礼に参加し、作業内容と連絡調整事項を確認し、不意

な予定外作業は行いません。

③ 機械や器具の作業前と作業中点検を確実に行って不良品を排除

し事故防止に努めます。


